
７ 公営企業職員の状況 

 (1) 水道事業 

   ① 職員給与費の状況 

    ア 決算 

区 分 

 

 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

  

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

令和４年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

令和５年度 
30,213,478 

千円 

1,391,150 

千円 

4,453,710 

千円 
14.7％ 14.5％ 

     （注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費 643,301 千円を含みません。 

区 分 

 

職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

 

 

 

(参考) 

政令指定都市平均 

一人当たり給与費 

給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計 

Ｂ 

令和５年度 
558 人 2,182,451

千円 

769,464 

千円 

999,525 

千円 

3,951,428

千円 

7,081 

千円 

6,671 

千円 

     （注１）職員手当には退職給与金を含みません。  

   （注２）職員数については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））を含み、会計年度任用職員を含み

ません。 

   （注３）給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれていますが、会

計年度任用職員の給与費は含まれていません。 

    イ 特記事項 

    なし 

 

   ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

水道事業 46.0歳 391,917円 549,304円 

政令指定都市平均（水道事業） 46.5歳 362,111円 553,686円 

（注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

（注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

（注３） 平均年齢は、会計年度任用職員を含んで算出しています。 

 

   ③ 職員の手当の状況 

     ア 期末手当・勤勉手当 

水道事業 普通会計関係 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

１,７８８,０５９円 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

１，８６８，７９５円 

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.45 月分     2.05 月分 

（1.375 月分）   （0.975 月分） 

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.45 月分     2.05 月分 

（1.375 月分）   （0.975 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 



・管理職加算 管理職手当の月額 ・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～

１５％に相当する額 

 (注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。      

 

イ 退職手当（令和６年４月１日現在） 

区 分 
水道事業 普通会計関係 

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 

支給率 

勤続２０年 19.6695 月 24.586875 月 19.6695 月 24.586875 月 

勤続２５年 28.0395 月 33.27075 月 28.0395 月 33.27075 月 

勤続３５年 39.7575 月 47.709 月 39.7575 月 47.709 月 

最高限度額 47.709 月 47.709 月 47.709 月 47.709 月 

定年前早期退職者に対する加

算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 

退職時給料月額を２～２０％加算す

る。 

定年・勧奨退職した職員 

一人当たりの平均支給額 

令和５年度 

２，０８７万円 

令和５年度 

２，１７４万円 
（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２）普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

 

    ウ 地域手当（令和６年４月１日現在） 

支 給 実 績（令和５年度決算） ３６４,９７８千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） ６５４,０８２ 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

川崎市 １６％ ５５８人 １６％ 

 

  エ 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

支給総額（令和５年度決算） ９，５３８千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） ３３，３４９ 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） ３５．６４ ％ 

手当の種類（手当数） ４種類 
 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（令和5年度決算） 

左記職員に対する支給

単価 

危険作業手当 職員（下水道部の職員を除く。）が次の作業に従事したと

き（同日中に従事した作業が災害応急作業等派遣手

当の支給の対象となるときを除く。）。 
１ 交通を遮断することなく行う道路上の作業 
２ 配水塔内、沈でん池等の清掃作業 
３ 高熱物を取り扱う作業、高圧電気設備点検その他これ

に類する作業 
４ マンホール内その他狭あいな場所での点検、調査等の

作業 
５ 高所の足場が不安定な場所での点検、調査等の作業 

９,５３８千円 従事した日１日につき 
甲額 ３００円 
 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（令和5年度決算） 

左記職員に対する支給

単価 

職員（下水道部の職員を除く。）が次の作業に従事したと

き（同日中に従事した作業が危険作業手当（水道事

業及び工業用水道事業）甲額及び災害応急作業等派

遣手当の支給の対象となるときを除く。）。 
１ 浄水薬品注入設備の点検（目視のみによる場合を除

く。）、洗浄等の作業 
２ 水道水質課又は浄水課の毒物若しくは劇物を使用した

試験若しくは検査又は病原性微生物検査の作業 

 従事した日１日につき 
乙額 ２８０円 

交替勤務手当 水道整備課、第２配水工事事務所、第３配水工事事務所、

水運用センター及び浄水課の交替制勤務職員が夜間勤務

（午後４時３０分から翌日の午前９時まで）に従事したと

き。 

夜勤 1回につき  

９５０円 

用地等折衝業

務手当 

職員が土地の取得、処分、収用若しくは使用、支障物等の

取得、移転若しくは除去又はこれらに伴う損失補償等のた

め出張して行う住民等との折衝の業務に従事したとき。 

従事した日１日につき

１４０円 

災害応急作業

等派遣手当 
災害対策基本法第２条第１号に掲げる災害が発生した国内

の本市の区域以外の地域（以下「災害発生地域」という。）

に派遣され、災害応急対策又は災害復旧のための作業の業

務（本市と当該災害発生地域との間及び当該災害発生地域

における車両等の運転の業務を含む。）に従事したとき（当

該災害発生地域を管轄する他の地方公共団体から当該業務

に対する給与その他の給付の支給を受けるときを除

く。）。 

従事した日１日につき

９１０円（ただし、災

害対策基本法（昭和３

６年法律第２２３号）

第６３条第１項に規定

する警戒区域その他こ

れに類する区域等にお

いて当該業務に従事し

たときは、１，８２０

円） 
 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（令和５年度決算） １９８，５１１千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） ３７９，３２０  円 

支給実績（令和４年度決算） １９８，７２１千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） ３７６，５４４ 円 

     （注１） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

（注２） 職員１人あたり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和５年度（令和４年度）決算）」と

同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならな

い職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。 

 

    カ その他の手当（令和６年４月１日現在） 

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 

との異同 

異なる 

内容 

支給実績 

（令和 5年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（令和 5 年度決算） 

扶養手当 扶養親族のある職

員に支給する。 

・配偶者   7,000 円 

・子      10,000 円 

・父母等   7,000 円 

・15 歳以上 22歳未満

の加算    5,000 円 

同じ ― 65,533千円 250,445円 



手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 

との異同 

異なる 

内容 

支給実績 

（令和 5年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（令和 5 年度決算） 

住居手当 自ら居住するため

住宅を借り受け、家

賃等を支払ってい

る職員に支給する。 

・31歳未満 

25,200 円 

・31 歳以上 40歳以下 

16,500 円 

・41 歳以上 

10,000 円 

同じ ― 17,422千円 206,800円 

通勤手当 通勤のため、交通機

関等を利用しその

運賃等を負担する

ことを常例とする

職員、自動車等を使

用することを常例

とする職員に支給

する。 

・交通機関を利用の場

合は 55,000 円を限

度とし運賃相当額。 

・自動車等を使用の場

合は距離に応じて 

2,000 円～31,600 円 

・併用の場合は 55,0 

00 円を限度とし、両

方を加算した金額。 

同じ ―  72,335千円 131,360円 

夜間勤務 

手当 

正規の勤務時間と

して、午後10時から

翌日の午前5時まで

勤務する職員に支

給する。 

勤務１時間当たりの

給与額 

×100分の25 

×勤務時間（実働時間） 

同じ ― 14,351 千円 178,833 円 

管理職手当 管理又は監督の地

位にある者に支給

する。 

職位に応じて 

73,700円～111,300円 

同じ ― 33,126 千円 974,291 円 

管理職員特 

別勤務手当 

管理職手当の支給

を受けている職員

が 
①週休日等に臨時

若しくは緊急の必

要等により勤務し

た場合 
②災害への対処そ

の他の臨時若しく

は緊急の必要によ

り週休日等以外の

日の午前０時から

午前５時までの間

であって正規の勤

務時間以外の時間

に勤務した場合 
に支給する。 

①役職・勤務時間等に

応じて 

6,000円～12,000円 

（ただし、勤務時間が

4時間以下の場合はそ

の金額に100分の50を

、6時間を超える場合 

は100分の150を乗じ

て得た額） 

②役職・勤務時間等に

応じて 

3,000円～6,000円 

同じ ― 24 千円 8,000 円 



(2) 工業用水道事業 

   ① 職員給与費の状況 

    ア 決算 

区 分 

 

 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

  

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

令和４年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

令和５年度 6,538,857千円 536,491千円 570,067千円 8.7% 9.7％ 

     （注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費 50,435 千円を含みません。 

区 分 

 

職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

 

 

 

(参考) 

政令指定都市平均 

一人当たり給与費 

給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 

Ｂ 

令和５年度 75 人 
290,552 

千円 

90,337 

千円 

131,617 

千円 

512,506 

千円 

6,833 

千円 

6,869 

千円 

（注１）職員手当には退職給与金を含みません。  

   （注２）職員数については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））を含み、会計年度任用職員を含み

ません。 

   （注３）給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれていますが、会

計年度任用職員の給与費は含まれていません。 

 イ 特記事項 

    なし 

 

   ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

工業用水道事業 45.6歳 367,632円 497,279円 

政令指定都市平均（工業用水道事業） 46.8歳 379,810円 570,378円 

 （注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

 （注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

（注３） 平均年齢は、会計年度任用職員を含んで算出しています。 

 

   ③ 職員の手当の状況 

     ア 期末手当・勤勉手当 

工業用水道事業 普通会計関係 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

１,７５４,８８９円 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

１，８６８，７９５円 

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.45 月分     2.05 月分 

（1.375 月分）   （0.975 月分） 

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.45 月分     2.05 月分 

（1.375 月分）   （0.975 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～



１５％に相当する額 

(注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

     

 

 イ 退職手当（令和６年４月１日現在） 

区 分 
工業用水道事業 普通会計関係 

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 

支給率 

勤続２０年 19.6695 月 24.586875 月 19.6695 月 24.586875 月 

勤続２５年 28.0395 月 33.27075 月 28.0395 月 33.27075 月 

勤続３５年 39.7575 月 47.709 月 39.7575 月 47.709 月 

最高限度額 47.709 月 47.709 月 47.709 月 47.709 月 

定年前早期退職者に対する加

算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 退職時給料月額を２～２０％加算する。 

定年・勧奨退職した職員 

一人当たりの平均支給額 

令和５年度 

２,０９８万円 

令和５年度 

２，１７４万円 
（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２) 普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

 

    ウ 地域手当（令和６年４月１日現在） 

支 給 実 績（令和５年度決算） ４８,３５７千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） ６４４,７６０ 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

川崎市 １６％ ７５人 １６％ 

 

  エ 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

支給総額（令和５年度決算） １，２６５千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） ３３,２９０ 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） ４１.１１％ 

手当の種類（手当数） ２種類 
 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（令和5年度決算） 

左記職員に対する支給

単価 

危険作業手当 職員が次の作業に従事したとき（同日中に従事した作業

が災害応急作業等派遣手当の支給の対象となるときを

除く。）。 

１ 交通を遮断することなく行う道路上の作業 

２ 配水塔内、沈でん池等の清掃作業 

３ 高熱物を取り扱う作業、高圧電気設備点検その他

これに類する作業 

４ マンホール内その他狭あいな場所での点検、調査

等の作業 

５ 高所の足場が不安定な場所での点検、調査等の作

業 

１,２６５千円 従事した日１日につき 

甲額 ３００円 

 

職員が次の作業に従事したとき（同日中に従事した作業

が上記の危険作業手当及び災害応急作業等派遣手当の

支給の対象となるときを除く。）。 

従事した日１日につき 

甲額 ２８０円 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（令和5年度決算） 

左記職員に対する支給

単価 

１ 浄水薬品注入設備の点検（目視のみによる場合を除

く。）、洗浄等の作業 

２ 水道水質課又は浄水課の毒物若しくは劇物を使用

した試験若しくは検査又は病原性微生物検査の作業 

交替勤務手当 水道整備課、第２配水工事事務所、第３配水工事事務所、

水運用センター及び浄水課の交替制勤務職員が夜間勤

務（午後４時３０分から翌日の午前９時まで）に従事し

たとき。 

夜勤 1回につき 

９５０円 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（令和５度決算） １５,９８９千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） ２２８，４１６円 

支給実績（令和４年度決算） １４，４０４千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） ２０４，３１９円 

     （注１） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

（注２） 職員１人あたり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和５年度（令和４年度）決算）」と

同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならな

い職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。 

 

    カ その他の手当（令和６年４月１日現在） 

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 

との異同 

異なる 

内容 

支給実績 

（令和 5年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（令和 5年度決算） 

扶養手当 扶養親族のある職

員に支給する。 

・配偶者   7,000 円 

・子      10,000 円 

・父母等   7,000 円 

・15 歳以上 22歳未満

の加算    5,000 円 

同じ ― 6,947 千円 220,525 円 

住居手当 自ら居住するため

住宅を借り受け、家

賃等を支払ってい

る職員に支給する。 

・31歳未満 

25,200 円 

・31 歳以上 40歳以下 

16,500 円 

・41 歳以上 

10,000 円 

同じ ― 3,127 千円 206,800 円 

通勤手当 通勤のため、交通機

関等を利用しその

運賃等を負担する

ことを常例とする

職員、自動車等を使

用することを常例

とする職員に支給

する。 

・交通機関を利用の場

合は 55,000 円を限

度とし運賃相当額。 

・自動車等を使用の場

合は距離に応じて 

2,000 円～31,600 円 

・併用の場合は 55,0 

00 円を限度とし、両

方を加算した金額。 

同じ ― 9,137 千円 131,146 円 

夜間勤務 

手当 

正規の勤務時間と

して、午後10時から

翌日の午前5時まで

勤務する職員に支

給する。 

勤務１時間当たりの

給与額 

×100分の25 

×勤務時間（実働時間） 

同じ ― 1,613 千円 201,642 円 



手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 

との異同 

異なる 

内容 

支給実績 

（令和 5年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（令和 5年度決算） 

管理職手当 管理又は監督の地

位にある者に支給

する。 

職位に応じて 

73,700円～111,300円 

同じ ― 4,733 千円 946,560 円 

管理職員特 

別勤務手当 

管理職手当の支給

を受けている職員

が 
①週休日等に臨時

若しくは緊急の必

要等により勤務し

た場合 
②災害への対処そ

の他の臨時若しく

は緊急の必要によ

り週休日等以外の

日の午前０時から

午前５時までの間

であって正規の勤

務時間以外の時間

に勤務した場合 
に支給する。 

①役職・勤務時間等に

応じて 

6,000円～12,000円 

（ただし、勤務時間が

4時間以下の場合はそ

の金額に100分の50を

、6時間を超える場合 

は100分の150を乗じ

て得た額） 

②役職・勤務時間等に

応じて 

3,000円～6,000円 

同じ ― 0 千円 0円 



(3) 下水道事業 

   ① 職員給与費の状況 

    ア 決算 

区 分 

 

 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

  

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

令和４年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

令和５年度 
39,249,760 

千円 

2,635,673 

千円 

3,044,364 

千円 
7.8％ 7.2％ 

     （注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費 818,246 千円を含みません。 

区 分 

 

職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

 

 

 

(参考) 

政令指定都市平均 

一人当たり給与費 

給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 

Ｂ 

令和５年度  420 人 
1,597,977

千円 

581,571 

千円 

734,902 

千円 

2,914,450

千円 

6,939 

千円 

6,738 

千円 

    （注１）職員手当には退職給与金を含みません。  

  （注２）職員数については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））を含み、会計年度任用職員を含み

ません。 

  （注３）給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれていますが、会

計年度任用職員の給与費は含まれていません。    

    イ 特記事項 

    なし 

 

   ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

下水道事業 43.6歳 368,557円 533,883円 

政令指定都市平均（下水道事業） 46.2歳 366,139円 561,984円 

 （注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

 （注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

（注３） 平均年齢は、会計年度任用職員を含んで算出しています。 

 

   ③ 職員の手当の状況 

     ア 期末手当・勤勉手当 

下水道事業 普通会計関係 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

１,７４５,６１０円 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

１，８６８，７９５円 

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 pp 

2.45 月分     2.05 月分 

（1.375 月分）   （0.975 月分） 

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.45 月分     2.05 月分 

（1.375 月分）   （0.975 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～



１５％に相当する額 

(注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

     

 

 イ 退職手当（令和６年４月１日現在） 

区 分 
下水道事業 普通会計関係 

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 

支給率 

勤続２０年 19.6695 月 24.586875 月 19.6695 月 24.586875 月 

勤続２５年 28.0395 月 33.27075 月 28.0395 月 33.27075 月 

勤続３５年 39.7575 月 47.709 月 39.7575 月 47.709 月 

最高限度額 47.709 月 47.709 月 47.709 月 47.709 月 

定年前早期退職者に対する加

算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 退職時給料月額を２～２０％加算する。 

定年・勧奨退職した職員 

一人当たりの平均支給額 

令和５年度 

１,４７０万円 

令和５年度 

２，１７４万円 
（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２) 普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

 

    ウ 地域手当（令和６年４月１日現在） 

支 給 実 績（令和5年度決算） ２６７，４４３千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和 5年度決算） ６３６，７６９ 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

川崎市 １６％ ４２０人 １６％ 

 

  エ 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

支給総額（令和５年度決算） １１，３８３千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） ４８，４４０円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） ３５．９３％ 

手当の種類（手当数） ５種類 
 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（令和5年度決算） 

左記職員に対する支給

単価 

滞納整理手当 下水道使用料担当の職員が下水道使用料の滞納整理

等のため出張して行う滞納者等との折衝の業務に従

事したとき。 

１１,３８３千

円 

従事した日１日につき

３００円 

夜間特殊業務手

当 

水処理センター（麻生水処理センターを除く。）の職員

が正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜にお

いて行われる設備の保守、管理等にかかわる緊急の対応

の業務に従事したとき。 

従事した日１日につき

６５０円 

汚泥処理業務等

手当 
入江崎総合スラッジセンター設備係の職員が汚泥等に接

触してその処理を行う業務に従事したとき。 
従事した日１日につき 
甲額 ７５０円 



職員（下水道部の職員を除く。）が次の作業に従事した

とき（同日中に従事した作業が危険作業手当（水

道事業及び工業用水道事業）甲額及び災害応急作

業等派遣手当の支給の対象となるときを除

く。）。 
１ 浄水薬品注入設備の点検（目視のみによる場合を除

く。）、洗浄等の作業 
２ 水道水質課又は浄水課の毒物若しくは劇物を使用し

た試験若しくは検査又は病原性微生物検査の作業 

 従事した日１日につき 
乙額 ５００円 

危険作業手当 下水道部の職員が地上又は水面上 10 メートル以上の足

場が不安定な箇所において行う業務に従事したとき。 

従事した日１日につき 

甲額３００円 

下水道水質課の職員が毒物又は劇物を使用した試験又は

検査の業務に従事したとき（同日中に従事した業務が汚

泥処理業務等手当乙額の支給の対象となるときを除

く。）。 

従事した日１日につき  

乙額１４０円 

災害応急作業

等派遣手当 

災害対策基本法第２条第１号に掲げる災害が発

生した国内の本市の区域以外の地域（以下「災害

発生地域」という。）に派遣され、災害応急対策

又は災害復旧のための作業の業務（本市と当該災

害発生地域との間及び当該災害発生地域におけ

る車両等の運転の業務を含む。）に従事したとき

（当該災害発生地域を管轄する他の地方公共団

体から当該業務に対する給与その他の給付の支

給を受けるときを除く。）。 

 従事した日１日につき

９１０円（ただし、災害

対策基本法（昭和３６年

法律第２２３号）第６３

条第１項に規定する警

戒区域その他これに類

する区域等において当

該業務に従事したとき

は、１，８２０円） 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（令和５年度決算） １４８，４３８千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） ３８１，４２６円 

支給実績（令和４年度決算） １５４，８１５千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） ３９６，１１４円 

     （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

（注２） 職員１人あたり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和５年度（令和４年度）決算）」と

同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならな

い職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。 

 

    カ その他の手当（令和６年４月１日現在） 

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 

との異同 

異なる 

内容 

支給実績 

（令和 5年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（令和 5年度決算） 

扶養手当 扶養親族のある職

員に支給する。 

・配偶者   7,000 円 

・子      10,000 円 

・父母等   7,000 円 

・15 歳以上 22歳未満

の加算    5,000 円 

同じ ― 42,729 千円 239,600 円 

住居手当 自ら居住するため

住宅を借り受け、家

賃等を支払ってい

る職員に支給する。 

・31歳未満 

25,200 円 

・31 歳以上 40歳以下 

16,500 円 

・41 歳以上 

10,000 円 

同じ ― 18,039 千円 206,800 円 



手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 

との異同 

異なる 

内容 

支給実績 

（令和 5年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（令和 5年度決算） 

通勤手当 通勤のため、交通機

関等を利用してそ

の運賃等を負担す

ることを常例とす

る職員、自動車等を

使用することを常

例とする職員に支

給する。 

・交通機関を利用の場

合は 55,000 円を限

度とし運賃相当額。 

・自動車等を使用の場

合は距離に応じて 

2,000 円～31,600 円 

・併用の場合は 55,0 

00 円を限度とし、両

方を加算した金額。 

同じ ― 59,190 千円 139,957 円 

夜間勤務 

手当 

正規の勤務時間と

して、午後10時から

翌日の午前5時まで

勤務する職員に支

給する。 

勤務１時間当たりの

給与額 

×100分の25 

×勤務時間（実働時間） 

同じ ― 8,790 千円 133,014 円 

管理職手当 管理又は監督の地

位にある者に支給

する。 

職位に応じて 

73,700円～111,300円 

同じ ― 30,812 千円 962,888 円 

管理職員特 

別勤務手当 

管理職手当の支給

を受けている職員

が 
①週休日等に臨時

若しくは緊急の必

要等により勤務し

た場合 
②災害への対処そ

の他の臨時若しく

は緊急の必要によ

り週休日等以外の

日の午前０時から

午前５時までの間

であって正規の勤

務時間以外の時間

に勤務した場合 
に支給する。 

①役職・勤務時間等に

応じて 

6,000円～12,000円 

（ただし、勤務時間が

4時間以下の場合はそ

の金額に100分の50を

、6時間を超える場合 

は100分の150を乗じ

て得た額） 

②役職・勤務時間等に

応じて 

3,000円～6,000円 

同じ ― 76 千円 9,500 円 

 



(4) 自動車運送事業 

   ① 職員給与費の状況 

    ア 決算 

区 分 

 

 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

  

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

令和４年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

令和５年度 
8,583,450 

千円 

555,410 

千円 

3,282,179 

千円 
38.2％ 37.6％ 

     

区 分 

 

職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

 

 

 

(参考) 

政令指定都市平均 

一人当たり給与費 

給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 

Ｂ 

令和５年度 
442 

人 

1,632,491 

千円 

922,353 

千円 

727,335 

千円 

3,282,179 

千円 

7,426 

千円 

6,727 

千円 

（注１）職員手当には退職給与金を含みません。  

   （注２）職員数については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））を含み、会計年度任用職員を含み

ません。 

   （注３）給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれていますが、会

計年度任用職員の給与費は含まれていません。 

    イ 特記事項 

    なし 

 

   ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

自動車運送事業 51.5歳 368,573円 506,788円 

政令指定都市平均（バス事業） 49.4歳 337,135円 571,165円 

（注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

 （注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

(注３) 平均年齢は、会計年度任用職員を含んで算出しています。 

（うちバス事業運転手） 

区  分 

公 務 員 民  間 参 考 

平均年齢 職員数 基本給 
平均月収額 

（Ａ） 

対応する民間の 

類似職種 
平均年齢 

平均月収額 

（Ｂ） 
Ａ／Ｂ 

川崎市 51.7 歳 320 人 358,843円 493,409円 バス運転者 52.3歳 424,400円 1.16 

政令指定都市平均 50.0 歳 567 人 327,256円 561,823円 ― ― ― ― 

 

区  分 

参  考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員（Ｃ） 民 間（Ｄ） Ｃ／Ｄ 

川崎市 5,920,908円 5,093,100円 1.16 

（注１） 民間データは、「賃金構造基本統計調査」において公表されているデータを使用していま

す。（令和３年～令和５年の３ケ年平均） 



（注２） 民間の類似職種との比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致

しているものではありません。 

（注３） 平均月収額には、期末・勤勉手当（民間は年間賞与）等を含みます。 

 

 

  ③ 職員の手当の状況 

     ア 期末手当・勤勉手当 

自動車運送事業  普通会計関係 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

１，６０９，１５０円 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

１，８６８，７９５円 

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.45 月分     2.02 月分 

（1.375 月分）   （0.975 月分） 

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.45 月分     2.05 月分 

（1.375 月分）   （0.975 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～ 

       １５％に相当する額 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０

～１５％に相当する額 

(注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

      

イ 退職手当（令和６年４月１日現在） 

区 分 
自動車運送事業 普通会計関係 

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 

支給率 

勤続２０年 19.6695 月 24.586875 月 19.6695 月 24.586875 月 

勤続２５年 28.0395 月 33.27075 月 28.0395 月 33.27075 月 

勤続３５年 39.7575 月 47.709 月 39.7575 月 47.709 月 

最高限度額 47.709 月 47.709 月 47.709 月 47.709 月 

定年前早期退職者に対する加

算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 退職時給料月額を２～２０％加算する。 

定年・勧奨退職した職員 

一人当たりの平均支給額 

令和５年度 

１，７８３万円 

令和５年度 

２，１７４万円 
（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２) 普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

 

    ウ 地域手当（令和６年４月１日現在） 

支 給 実 績（令和５年度決算） ２７１，８６０千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） ５９８，８１１ 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

川崎市 １６％ ４５４人 １６％ 

 

 



 

 

 エ 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

支給総額（令和５年度決算） １４，１１６千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） ４３，８３９ 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） ７０．９％ 

手当の種類（手当数） １種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（令和５年度決算） 

左記職員に対する支給

単価 

中休手当 常時乗合自動車に乗務する職員 中休勤務に従事し

たとき 

14,116千円 １０分につき２５円 

 

  オ 時間外勤務手当 

支給実績（令和５年度決算） ５１４，４２０千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） １，２０４，７３１ 円 

支給実績（令和４年度決算） ４７３，５７７千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） １，０６６，６１５ 円 

   （注１） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

（注２） 職員１人あたり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和５年度（令和４年度）決算）」と同じ

年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員

を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。 

 

    カ その他の手当（令和６年４月１日現在） 

手当名 
内容（支給対象

等） 
手当額又は支給率 

一般行政職 

との異同 

異なる 

内容 

支給実績 

（令和５年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（令和５年度決算） 

扶養手当 扶養親族のある職

員に支給する。 

・配偶者   7,000 円 

・子      10,000 円 

・父母等   7,000 円 

・15 歳以上 22歳未満

の加算    5,000 円 

同じ ― 51,360千円 194,545円 

住居手当 自ら居住するため

住宅を借り受け、

家賃等を支払って

いる職員に支給す

る。 

・31歳未満 

25,200 円 

・31 歳以上 40歳以

下 

16,500 円 

・41 歳以上 

10,000 円 

同じ ― 11,788千円 159,297円 

通勤手当 通勤のため、交通

機関等を利用しそ

の運賃等を負担す

ることを常例とす

る職員、自動車等

を使用することを

常例とする職員に

支給する。 

・交通機関を利用の

場合は 55,000 円を

限度とし運賃相当

額。 

・自動車等を使用の

場合は距離に応じて

2,000 円～31,600 円 

・併用の場合は

55,000 円を限度と

し、両方を加算した

同じ   ― 30,456千円 78,092円 



手当名 
内容（支給対象

等） 
手当額又は支給率 

一般行政職 

との異同 

異なる 

内容 

支給実績 

（令和５年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（令和５年度決算） 

金額。 

夜間勤務 

手当 

正規の勤務時間と

して、午後10時か

ら翌日の午前5時ま

で勤務する職員に

支給する。 

勤務１時間当たりの

給与額 

×100分の25 

×勤務時間（実働時間

） 

同じ ― 13,077千円 41,514円 

管理職手当

（国では

俸給の特

別調整額） 

管理又は監督の地

位にある者に支給

する。 

職位に応じて、 

73,700円～132,600円 

 

同じ ― 15,277千円 1,018,467円 

管理職員

特別勤務

手当 

管理職手当の支給

を受けている職員

が、週休日等に臨

時若しくは緊急の

必要等により勤務

した場合又は災害

への対処その他の

臨時若しくは緊急

の必要により週休

日等以外の日の午

前０時から午前５

時までの間であっ

て正規の勤務時間

以外の時間に勤務

した場合に支給す

る。 

役職・勤務時間等に

応じて 6,000 円～

12,000 円 

同じ ― 0千円 0円 

 



(5) 病院事業 

   ① 職員給与費の状況 

    ア 決算 

区 分 

 

 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は実質

収支 

 

職員給与費 

  

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

令和４年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

令和５年度 
36,997,767 

千円 

▲792,177 

千円 

 16,628,886 

千円 

44.9 

％ 

45.5 

％ 

     （注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費 36,685 千円を含みません。 

区 分 

 

職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

 

 

 

(参考) 

政令指定都市平均 

一人当たり給与費 

給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 

Ｂ 

令和５年度 1,493人 
6,252,851

千円 

2,724,055 

千円 

2,399,637 

千円 

11,376,543 

千円 

7,620 

千円 

7,408 

千円 

     （注１）職員手当には退職給与金を含みません。  

   （注２）職員数については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））を含み、会計年度任用職員を含み

ません。 

   （注３）給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれていますが、会

計年度任用職員の給与費は含まれていません。 

 

    イ 特記事項 

   なし 

 

   ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和６年４月１日現在） 

 職種 平均年齢 基本給 平均月収額 

病 

院 

事 

業 

医師 39.3歳 483,892円 1,352,338円 

看護師 36.4歳 313,042円 640,398円 

事務職員 49.6歳 356,208円 708,567円 

政都 

令市 

指平 

定均 

医師 41.6歳 563,285円 1,369,105円 

看護師 39.0歳 304,490円 499,506円 

事務職員 48.4歳 370,022円 587,088円 

（注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

（注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

(注３) 平均年齢は、会計年度任用職員を含んで算出しています。 



   ③ 職員の手当の状況 

     ア 期末手当・勤勉手当 

病院事業  普通会計関係 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

１，４５３，４０３円 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

１，８６８，７９５円 

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.45 月分     2.05 月分 

（1.375 月分）   （0.975 月分） 

（令和５年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.45 月分     2.05 月分 

（1.375 月分）   （0.975 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額 

 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～

１５％に相当する額 

(注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。      

 

イ 退職手当（令和６年４月１日現在） 

区 分 
病院事業 普通会計関係 

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 

支給率 

勤続２０年 19.6695 月 24.586875 月 19.6695 月 24.586875 月 

勤続２５年 28.0395 月 33.27075 月 28.0395 月 33.27075 月 

勤続３５年 39.7575 月 47.709 月 39.7575 月 47.709 月 

最高限度額 47.709 月 47.709 月 47.709 月 47.709 月 

定年前早期退職者に対する加

算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 

退職時給料月額を２～２０％加算す

る。 

定年・勧奨退職した職員 

一人当たりの平均支給額 

令和５年度 

１，２２０万円 

令和５年度 

２，１７４万円 
（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２) 普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

 

    ウ 地域手当（令和６年４月１日現在） 

支 給 実 績（令和５年度決算） １，００５，７３０千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） ５７３，３６１ 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

川崎市 １６％ ２，１３３人 １６％ 

 



  エ 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

支給総額（令和５年度決算） ９２４，０７２千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） ６５１，２１４ 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） ８０．１％ 

手当の種類（手当数） １４種類 
 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（令和５年度決算） 

左記職員に対する支給

単価 

医務等従事手当 (1) 病院局に勤務する助産師及び看護師(准看護師

を含む。以下同じ。) 

904,484千円 月額８，０００円  

(2) 病院に勤務する栄養士、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、歯科衛生士、マッサージ師及

び視能訓練士並びに社会福祉職及び心理職の

うち医療社会事業の業務に従事する職員 

 月額２，０００円  

夜間看護手当 病院に勤務する助産

師及び看護師 

正規の勤務時間の一

部又は全部が深夜に

おいて行われる看護

等の業務に従事した

とき 

 勤務１回につき 

７，２００円 

ただし、その勤務に含ま

れる深夜（午後１０時か

ら翌日の午前５時まで

の間をいう。以下同じ。）

における勤務時間が２

時間以上６時間未満の

場合は４，５００円と

し、２時間未満の場合は

３，６００円とする。 

 

感 染症 病原 体接 触

手当 

医師 感染症病棟患者の診

療の業務又は感染症

の病原体により汚染

され、又は汚染され

た疑いがある検体の

試験若しくは検査の

業務 

 従事した日１日につき 

７００円 

ただし、１回の勤務が２

暦日にわたる場合のう

ち従事した日の勤務時

間が２時間未満のとき

は、支給しない 

 

看護師 感染症病棟患者の看

護業務 

  

臨床検査技師 感染症の病原体によ

り汚染され、又は汚

染された疑いがある

検体の試験若しくは

検査の業務又は当該

試験若しくは検査に

おいて使用した器具

の洗浄の業務 

  

臨床工学技士 感染症病棟患者の診

療等に使用する生命

管理維持装置の操作

等の業務 

  

ハウスキーパー 

及び業務職 

感染症の病原体によ

り汚染され、若しく

は汚染された疑いが

ある検体の試験若し

くは検査において使

用した器具の洗浄の

業務又は感染症病棟

内の清掃若しくは感

  



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（令和５年度決算） 

左記職員に対する支給

単価 

染症病棟患者の着衣

類若しくは汚物の消

毒の業務 

精神病患者等入院業

務手当 

精神病患者の入院

又は感染症患者の

入院のための移送

に係る業務に従事

する職員 

精神病患者の入院又

は感染症患者の入院

のための移送に係る

業務 

 １件につき１４０円  

放射線接触手当 放射線を人体に対し

て照射する業務等に

従事する職員 

放射線を人体に対して

照射する業務等 

 従事した日１日につき 

２５０円 

ただし、１回の勤務が２

暦日にわたる場合のう

ち従事した日の勤務時

間が２時間未満のとき

は、支給しない 

 

救急患者診療手

当 

(1) 病院に勤務する医師

又は歯科医師（以下

「医師等」という。）

（複数の医師等が従

事した場合にあって

は、主として従事した

医師等に限る。） 

夜間休日（月曜日から

金曜日までの午前８時

30 分から午後５時まで

を除く時間帯をいう。

以下同じ。）における

救急車等で搬送された

救急の外来患者の診療

に従事したとき 

 １件につき 2,000 円 

ただし、緊急入院手当が

支給されるとき、又は分

娩手当が支給されると

きは、支給しない 

 

(2) 病院に勤務する医師

等（複数の医師等が従

事した場合にあって

は、主として従事した

医師等に限る。） 

夜間休日における救急

車等で搬送された患者

を除く救急の外来患者

の診療に従事したとき 

 １件につき 500 円 

ただし、緊急入院手当が

支給されるとき、又は分

娩手当が支給されると

きは、支給しない 

 

緊急入院手当 (1) 病院に勤務する医師

等（複数の医師等が従

事した場合にあって

は、主として従事した

医師等に限る。） 

救急の外来患者の診療

に従事し、当該診療に

係る患者の入院の決定

を行ったとき（当該患

者の緊急入院受入れ（

夜間休日における入院

の受入れをいう。以下

同じ。）が行われた場

合に限る。） 

 １件につき 5,000 円 

ただし、分娩手当が支給

されるときは、支給しな

い 

 

(2) 病院に勤務する医師

等（複数の医師等が従

事した場合にあって

は、主として従事した

医師等に限る。） 

緊急入院受入れを行っ

たとき 

 １件につき5,000円 

ただし、分娩手当が支給

されるときは、支給しな

い 

 

待機手当 ア  病院に勤務する医

師等（病院長が別に定

める診療科等に勤務

する職員に限る。） 

次に掲げる区分に従

い、緊急の診療、処置

又は手術に対応するた

めに自宅等において待

 １回につき 2,000 円  



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（令和５年度決算） 

左記職員に対する支給

単価 

イ 病院に勤務する看護

師、診療放射線技師及

び臨床工学技士（病院

長が別に定める診療

科等に勤務する職員

に限る。） 

機をしたとき 

ア 午後５時から翌日

の午前８時 30分まで 

イ 午前８時30分から

午後５時まで（日曜日

及び土曜日並びに休日

に限る。） 

 １回につき 500 円  

分娩手当 病院に勤務する医師

（複数の医師が従事

した場合にあっては、

主として従事した医

師に限る。） 

分娩業務に従事したと

き 

 １件につき 10,000 円 

ただし、多胎分娩の場合

は、１件とする 

 

管理職員診療等業務手

当 

病院に勤務する医師

等（管理職員に限る。） 

正規の勤務時間外又は

休日等に診療その他の

管理者が別に定める業

務に従事したとき 

 １時間につき 5,000 円  

時間外緊急手術

手当 

(1) 病院に勤務する医師

等（複数の医師等が従

事した場合にあって

は、主として従事した

医師等に限る。） 

次に掲げる区分に従

い、緊急の手術又は処

置（以下「緊急手術等」

という。）（診療報酬

点数 1,000 点未満の処

置を除く。）を行った

とき。 

ア 開始時間が午後６

時から翌日の午前７時

59分まで 

イ 開始時間が午前８

時から午後５時59分ま

で（日曜日及び土曜日

並びに休日に限る。） 

 ア 診療報酬点数が

30,000 点以上の場合 

25,000 円 

イ 診療報酬点数が

10,000点以上30,000点

未満の場合 12,000 円 

ウ 診療報酬点数が

5,000 点以上 10,000 点

未満の場合 6,000 円 

エ 診療報酬点数が

1,000点以上5,000点未

満の場合 3,000 円 

オ 診療報酬点数が

1,000 点未満 の場合 

1,500 円 

 

(2) 次に掲げる区分に従

い、緊急手術等を行っ

たとき。 

ア 開始時間が午後６

時から翌日の午前７時

59分まで 

イ 開始時間が午前８

時から午後５時59分ま

で（日曜日及び土曜日

並びに休日に限る。） 

 ア 診療報酬点数が

30,000 点以上の場合 

15,000 円 

イ 診療報酬点数が

10,000点以上30,000点

未満の場合 6,000 円 

ウ 診療報酬点数が

5,000 点以上 10,000 点

未満の場合 3,000 円 

エ 診療報酬点数が

1,000点以上5,000点未

満の場合 1,500 円 

 

 

(3) 次に掲げる区分に従

い、緊急手術等に伴う

麻酔を行ったとき。 

ア 開始時間が午後６

時から翌日の午前７時

59分まで 

イ 開始時間が午前８

時から午後５時59分ま

  診 療 報 酬 点 数 が

30,000 点以上の場合 

15,000 円 

イ 診療報酬点数が

10,000点以上30,000点

未満の場合 6,000 円 

ウ 診療報酬点数が

5,000 点以上 10,000 点

 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（令和５年度決算） 

左記職員に対する支給

単価 

で（日曜日及び土曜日

並びに休日に限る。） 

未満の場合 3,000 円 

エ 診療報酬点数が

1,000点以上5,000点未

満の場合 1,500 円 

看護職員処遇改善手当 病院局に勤務する助

産師及び看護師。ただ

し、専ら職員の福利厚

生の業務に従事する

場合を除く。 

  月額１２，０００円  

救急医深夜勤務手当 病院の救命救急セン

ター又は救急科に所

属する医師等 

正規の勤務時間の一部

又は全部が深夜におい

て行われる診療等の業

務に従事したとき 

 勤務１回につき 12，000

円。ただし、その勤務に

含まれる深夜における

勤務時間が２時間以上

６時間未満の場合は

8,000 円とし、２時間未

満の場合は 6,000 円と

する。 

 

新型コロナウイルス感

染症対応特別手当 

病院に勤務する医師

（あらかじめ病院長

が危険かつ困難な業

務に従事すると認め

た者に限る。） 

新型コロナウイルス感

染症対応病棟の患者の

診療業務に従事したと

き 

 従事した日１日につき

3,000 円。ただし、１回

の勤務が２暦日にわた

る場合のうち従事した

日の勤務時間が２時間

未満のときは、支給しな

い。 

 

病院に勤務する看護

師（あらかじめ病院長

が危険かつ困難な業

務に従事すると認め

た者に限る。） 

新型コロナウイルス感

染症対応病棟の患者の

看護業務に従事したと

き 

 

上記に掲げる者以外

の職員 

新型コロナウイルス感

染症対応病棟におい

て、患者と直接対応す

る業務 

 

新型コロナウイルス感

染症対応手当 

看護師 新型コロナウイルス感

染症対応病棟におい

て、患者と直接対応す

る業務及び病院長の指

定する外来（救急セン

ターを含む。）におけ

る看護の業務に従事し

たとき 

 従事した日１日につき

1,000 円。ただし、１回

の勤務が２暦日にわた

る場合のうち従事した

日の勤務時間が２時間

未満のときは、支給しな

い。 

 

臨床検査技師 新型コロナウイルス感

染症対応病棟の患者の

検査の業務及び病院長

の指定する外来におけ

る検体採取の業務に従

事したとき 

 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（令和５年度決算） 

左記職員に対する支給

単価 

診療放射線技師 新型コロナウイルス感

染症対応病棟の患者の

検査の業務に従事した

とき 

 

臨床工学技士 新型コロナウイルス感

染症対応病棟におい

て、患者に使用する生

命管理維持装置の操作

等の業務に従事したと

き 

 

業務職 新型コロナウイルス感

染症対応病棟におい

て、看護補助業務、患

者の使用した器具等の

洗浄の業務、病室等の

清掃業務又は着衣類若

しくは汚物の消毒の業

務に従事したとき 

 

上記に掲げる者以外

の職員 

新型コロナウイルス感

染症対応病棟におい

て、患者と直接対応す

る業務に従事したとき 

 

 

  オ 時間外勤務手当 

支給実績（令和５年度決算） １，２１０，３６６千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） ９９７，８２８ 円 

支給実績（令和４年度決算） １，２１３，１６２千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） ９７８，３５６ 円 

      （注１） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

（注２） 職員１人あたり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和５年度（令和４

年度）決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時

間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。 

 

カ その他の手当（令和６年４月１日現在） 

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 

との異同 

異なる 

内容 

支給実績 

（令和５年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（令和５年度決算） 

初任給 

調整手当 

採用による欠員の補

充が困難と認められ

る職で川崎市病院局

企業職員初任給調整

手当支給規程に定め

る者に支給する。 

208,900 円の範囲内 

 

異なる 期間及

び月額 

477,740 千円 1,647,380 円 



手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 

との異同 

異なる 

内容 

支給実績 

（令和５年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（令和５年度決算） 

扶養手当 扶養親族のある職員

に支給する。 

・配偶者       7,000 円 

・子          10,000 円 

・父母等       7,000 円 

・15 歳以上 22 歳未満の

加算      5,000 円 

同じ ― 71,620千円 241,145円 

住居手当 自ら居住するため住

宅を借り受け、家賃

等を支払っている職

員に支給する。 

・31歳未満 

25,200 円 

・31 歳以上 40歳以下 

16,500 円 

・41 歳以上 

10,000 円 

同じ ― 99,451千円 255,657円 

通勤手当 通勤のため、交通機

関等を利用しその運

賃等を負担すること

を常例とする職員、

自動車等を使用する

ことを常例とする職

員に支給する。 

・交通機関を利用の場合

は 55,000 円を限度とし

運賃相当額。 

・自動車等を使用の場合

は距離に応じて 

2,000 円～31,600 円 

・併用の場合は 55,000 円

を限度とし、両方を加算

した金額。 

同じ ― 220,830千円 143,025円 

夜間勤務 

手当 

正規の勤務時間とし

て、午後10時から翌

日の午前5時までの

間に勤務する職員に

支給する。 

勤務１時間当たりの給与額 

×100分の25 

×勤務時間（実働時間） 

同じ ― 151,924千円 185,727円 

宿日直 

手当 

宿日直をした場合に

支給する。 

・医師又は歯科医師 

勤務１回につき 40,000

円。ただし、９時間以下

の宿直勤務又は日直勤務

については、20,000 円 

・その他の職員 

勤務１回につき 4,400 円

（特殊な業務の場合は

6,100 円） 

ただし、5 時間以下の勤

務については、2,200 円

（特殊な業務の場合は

3,050 円） 

 

異なる 医師又

は歯科

医師へ

の手当

が追加 

18,000千円 1,800,000円 

管理職手当

（国では

俸給の特

別調整額） 

管理又は監督の地位

にある者に支給す

る。 

職位に応じて、 

73,700円～145,100円 

同じ ― 156,821千円 1,120,151円 

管理職員

特別勤務

手当 

管理職手当の支給を

受けている職員が、

週休日等に臨時若し

くは緊急の必要等に

役職・勤務時間等に応じて 
8,000 円～12,000 円 

（ただし、勤務時間が4

時間以下の場合は 

同じ ― 748千円 748,000円 



手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 

との異同 

異なる 

内容 

支給実績 

（令和５年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（令和５年度決算） 

より勤務した場合又

は災害への対処その

他の臨時若しくは緊

急の必要により週休

日等以外の日の午前

０時から午前５時ま

での間であって正規

の勤務時間以外の時

間に勤務した場合に

支給する。 

その金額に100分の50を、

6時間を超える場合は100

分の150を乗じて得た額） 

 


